
令和２年４月 30 日 
保護者の皆様へ 

射水市教育委員会 
 

小中学校の臨時休業の延⾧について 
 
 日頃から、本市教育行政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げま
す。緊急事態宣言が全都道府県に拡大された後も、富山県内では新型コロナウ
イルスに感染した事例が相次いで報告され、小中学生及び教員への感染が確認
されたほか、感染経路が不明なものも増えている状況にあります。 
 こうした状況を踏まえ、児童生徒の健康、安全、安心を最優先し、感染拡大
を防ぐため、また、県立学校が休校措置の再延⾧を行うことを受け、令和 2 年
５月６日（水）までとしていました臨時休業を、５月 31 日（日）まで延⾧す
ることとします。 
 保護者の皆様におかれましては、こうした緊急の事情をご理解いただき、今
回の措置に特段のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

＜延⾧後の臨時休業期間＞ 
 

令和２年４月１３日（月）～５月３１日（日）まで 
 
 
○ ご留意いただきたい事柄 
（１）児童生徒の感染防止と健康維持について 
  ・不要不急の外出を控え、「十分な睡眠」「バランスのよい食事」など規則正

しい生活に心がけてください。 
  ・児童生徒及び家族について感染者または濃厚接触者と特定された場合は

速やかに学校へご連絡ください。 
 
（２）臨時休業期間中の下学年児童の家庭での対応が困難な場合について 
  ・小学１年生～３年生の児童で、家庭で日中の対応がどうしても困難な場合

は、保護者の申し出により、学校での自習体制（自主学習教室）を継続し
ます。現在の状況を鑑み、可能な限りの自粛にご協力願いします。 

 
（３）登校日について 
  ・登校日については、当分の間行わないものとします。 

※ 登校日ではありませんが、新たな課題について、児童生徒玄関で受け渡
しする場合もあります。 

  
○ その他 
  ・臨時休業中は、学校ホームページや緊急メール等で学校の再開や家庭学

習等について連絡を行いますので、必ずご確認くださいますようよろし
くお願いいたします。 

  ・４月末より公開している家庭学習支援動画は随時更新していきます。視
聴が困難なご家庭は学校にご相談ください。 

  ・臨時休業中は中学校の部活動は中止します。 
  ・臨時休業に伴い、授業が実施できなかった時数については、夏季休業を短

縮するなど、授業時数を確保し学力の定着に努めます。  


